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尾張都市計画生産緑地地区の変更 

（犬山市決定）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬山市都市計画課 



都市計画生産緑地地区を次のように変更する。

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

理  由

　市街化区域に存する農地等のうち、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都
市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地
の用に供する土地として適している土地について、生産緑地法の本旨にのっとり生
産緑地地区を定めているが、都市における農地等についてより適切な保全を図るた
め新たに生産緑地とするもの、同法第１４条の生産緑地地区内における制限の解除
が行われたもの、公共施設等の敷地の用に供されたもの、地積更正によるもの及び
団地の分断により隣接する団地に追加したものについて、一部区域を変更するもの
である。

尾張都市計画生産緑地地区の変更（犬山市決定）

面        積 備      考

約  15.4ｈａ

1



 生産緑地地区の変更理由書  

１．生産緑地地区とは 

 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の持つ緑地機能及び多目的保留地機能

に着目して、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地

等を計画的に保全し、良好な都市環境形成を図ることを目的とするものです。 

 

２．生産緑地地区の要件 

 現に農林漁業の用に供されている農地等であって、次の要件を全て満たすものです。 

① 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市の環境の保全等良好な生活環境の

確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適してい

ること。 

② ５００㎡以上の規模の区域であること。 

③ 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められる

こと。 

④ 将来にわたって農地等として適正に維持管理できると認められること。 

⑤ 都市施設の整備や合理的な土地利用に支障がないこと。 

⑥ 農地等利害関係人の同意を得ていること。 

 

３．生産緑地地区内における行為の制限 

 生産緑地地区内の農地等は、適切に管理することが義務づけられているため、建築

物等の建築や、土地の形質の変更等は、原則としてできません。 

 

４．生産緑地地区の都市計画変更の主な理由 

 ① 買取りの申出※があった場合において、その申出の日から３ヶ月以内に生産緑地

としての所有権の移転（相続その他の一般承継による移転を除く）が行われず、行為

制限が解除された場合。 

 ② 公共施設等の敷地（用地）となった場合。 

 ③ 土地区画整理事業の仮換地指定に伴う場合。 

 ④ 地積更正で面積が変更した場合。 

 ⑤ これらの変更によって、残った農地では生産緑地地区としての要件を欠く場合。 

⑥ 団地が分断したため、新たに団地番号をつけた場合又は隣接する団地に追加した 

場合。 

⑦ 「２．生産緑地地区の要件」を満たし、新たに生産緑地地区を定める場合。 

 

※買取りの申出 

 生産緑地地区は、次の場合に限り市長に時価で買い取るよう申し出ることができま

す。 

 〇 生産緑地地区に定められてから３０年（申出基準日）を経過した場合、又は特定
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生産緑地に指定され、指定の期限（法第１０条の３第２項に定める指定期限日若し

くは延長後の期限）を経過した場合。 

 〇 農林漁業の主たる従事者が死亡し、又は農林漁業に従事することを不可能とさ

せる故障を有するに至った場合。 

 

５．今回の都市計画変更の理由と内容 

変更理由 

 除外(減)  追加(増)  合  計 

面積(㎡) 団地数 面積(㎡) 団地数 面積(㎡) 団地数 

４－① －7,807 

 

－3 

 

― ― －7,807 

 

－3 

４－② －112 

 

 

― ― ― －112 

 

 

― 

４－③ ― ― ― ― ― ― 

４－④ ― ― 130 

 

 130 ― 

４－⑤ ―    ―  

４－⑥ －415  415 ― ±0 ― 

４－⑦   650 

 

― 

 

650 ― 

計 －8,334 －3 1,195 ― －7,139 

 

－3 
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[参考図書 ] 

変更状況調書   犬山市決定  

生産緑地地区の一団数及び面積  

 変更前  増減  変更後  

一団数  1３４団地  －３団地  １3１団地  

面  積  
１６．２ha 

１６１，５５７㎡  

－０ .８ha 

－７ ,139㎡  

1５ .４ha 

1５４，４１８㎡  

箇所別調書  

一団番号  増減  変更面積  理由番号  理由  

２－１０  
一部除外  －７７㎡  ４－②  公 共 施 設 の用 地 となったため  

追加  ８８㎡  ４－④  地積更正  

２－２０  
一部除外  －２６㎡  ４－②  公 共 施 設 の用 地 となったため  

追加  ６㎡  ４－④  地積更正  

３－２  追加  415．２９㎡  ４－⑥  分 断 による団 地 の付 替 （ ３ － ３ ５よ り ）  

３－３５  
除外  －１，０７１㎡  ４－①  故障による制限解除  

除外  －４１５．２９㎡  ４－⑥  分 断 による団 地 の付 替 （ ３ - ２ へ ）  

４－２  一部除外  －２，４８３㎡  ４－①  死亡による制限解除  

５－９  追加  ３５７㎡  ４－⑦  既 存 の一 団 に新 規 決 定  

５－２２  
一部除外  －８．８１㎡  ４－②  公 共 施 設 の用 地 となったため  

追加  ３５．８１㎡  ４－④  地積更正  

５－２５  一部除外  －６４０㎡  ４－①  故障による制限解除  

７－２５  一部除外  －６１１㎡  ４－①  死亡による制限解除  

９－１７  除外  －９１１㎡  ４－①  3 0年 経 過 による制 限 解 除  

９－４６  追加  ２９３㎡  ４－⑦  既 存 の一 団 に新 規 決 定  

９－４７  除外  －２，０９１㎡  ４－①  死亡による制限解除  

合計  

除外 （減 ）  －８，３３４．１㎡   

追加 （増 ）  １，１９５．１㎡  

合計  －７，１３９㎡  
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尾張都市計画生産緑地地区の変更（犬山市決定）

事　　　　項 時　　　　　期 備　　　　　考

９月号

令和６年９月　２日から 縦覧者　なし

令和６年９月１７日まで 意見書提出　なし

以下予定
令和６年１０月中旬

令和６年１１月中旬

令和６年１１月下旬

知事協議

知事協議回答

決定告示

都 市 計 画 の 策 定 の 経 緯

事前協議

事前協議回答

市の広報登載

計画案の縦覧

市町村都市計画
審　　議　　会

令和６年７月１日

令和６年７月１７日

令和６年９月１日

令和６年１０月３日
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